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地域脱炭素化促進事業について 

１ 概要 

地球温暖化対策推進法が改正され、市町村は地方公共団体実行計画において、「地域脱炭素化

促進事業の促進に関する事項（以下、促進事業編）」を定めるよう努め、あわせて本計画に基づ

き事業者が策定する事業計画を認定する制度が追加された。 

 

 

 

 

（１）促進事業編の内容 

①地域脱炭素化促進事業の目標 

②地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促進区域） 

③促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模 

④地域の脱炭素化のための取組 

⑤地域の環境保全のための取組 

⑥地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

 

 

 

資料６ 

目的：再エネ事業について適正に環境に配慮し、地域に貢献するものとし、 

地域と共生することで、円滑な合意形成を図りながら、地域への導入を促進する。 
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（２）課題 

①市が促進区域を設定するにあたり、住民理解をどのように得るか。（近県では県のゾーニン

グマップ公表以降、事業者の再エネ設置が進むも、一方で景観悪化や騒音を懸念する住民

が反対運動を起こす事例あり。） 

②事業者に対して、環境保全や地域貢献の取組をどこまで求めるか。 

③事業者は協議会での協議を経て、事業計画を作成し、市に認定を申請する。（認定責任が発

生。）また認定を受けた事業は２つの特例（①関係法令の許可のワンストップ化、②環境影

響評価法の配慮書手続を省略）を受けることができる。 

 

促進区域の設定から地域脱炭素化促進事業の促進までの作業フロー 

 

 

２ 促進区域について 

促進区域の抽出方法について、はじめに国が「除外すべき区域（国基準）」等を示し、次に県

が「除外すべき区域（県基準）」等を示し、残された区域が、市が設定する「促進区域」の候補

地となる。環境省では「広域的ゾーニング」を理想としつつも、短期・中期的には、環境配慮

や合意形成が円滑に図られやすい「公有地・公共施設」や「地区・街区単位」から段階的に、

より早期に取り組むことを例示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

３ 地域の環境保全のための取組 

市が方針を定め、適切な措置を事業者に求める。事業者が事業計画において具体的な取組を

策定する。 

・適切な措置の例 

必要な調査の実施、調査結果を踏まえた事業計画の立案（事業・発電設備の位置、規模、

配置、構造等の検討や、環境保全措置、事業調査による対応、順応的管理による対応）等。 

 

 

４ 地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組 

市が方針を定め、事業者に取組を求める。事業者が事業計画において具体的な取組を策定す

る。 

例１）地域貢献、地域課題解決 

 

 

 

 

 

 

 

 

例２）久慈市（地域貢献のガイドライン） 

市と事業者が協定を締結することを前提に、地元が要望する地元協調策を提示している。 

①市内企業又は個人による出資の受け入れ、②建設及び維持管理業務の発注先となり得る市

内事業所の育成、③地域課題解決のために活用可能な資金提供、④地域新電力と連携したエネ

ルギー地産地消に向けた連携、⑤教育・観光に資するＰＲ施設の設置、⑥作業用通路の供用 

 

 

 


